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環境課 

 

（仮称）品川駅西口地区Ａ地区新築計画環境影響調査書案について 

 

本環境影響調査書案 は、港区環境影響調査実施要綱に基づき 、当該開発計画の実施が

環境に及ぼす影響について調査等を 実施し 、 その調査結果及び環境に与える影響の評価

をも っ て、 区民の健康で快適な生活の確保に資するこ と を 目的と し て事業者により 作成

さ れたも のです。  

 

１ 事業者名称 

京浜急行電鉄株式会社 

 

２ 計画地の位置 
 

計画地は、 品川駅西側の東京都港区高輪三丁目に位置し ています。  

鉄道の最寄り 駅と し ては、 計画地東側に品川駅（ 京急本線、 Ｊ Ｒ 山手線・ Ｊ Ｒ 京浜東

北線・ Ｊ Ｒ 東海道本線・ Ｊ Ｒ 横須賀線・ Ｊ Ｒ 東海道新幹線） があり ます。  

主要道路と し ては、計画地東側に国道１ ５ 号（ 第一京浜）が南北方向に縦断し ており 、

また計画地南側に特別区道第１ ０ ５ １ 号線（ 柘榴坂） が東西方向に横断し ています。  

計画地北東側においては、 別事業である「（ 仮称） 高輪三丁目品川駅前地区（ 品川駅西

口地区Ｃ 地区） 第一種市街地再開発事業」 が計画さ れています。 なお、 本事業が先行し

てし ゅ ん工する計画です。  

 

■ 計画地位置図 
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３ 事業の概要 

計画地は、都市再生緊急整備地域・ 特定都市再生緊急整備地域（ 品川駅･田町駅周辺地

域） において、「 東京と 国内外を 結ぶサウスゲート にふさ わし い交通結節点を 形成」、「 多

様な機能が集積する魅力ある新拠点を 形成」 等が、 品川駅・ 田町駅周辺まちづく り ガイ

ド ラ イ ン２ ０ ２ ０ においては「 既存の崖線・ 緑などを活かし つつ既存コ ンベンショ ン・

交流機能の更新・ 強化」、「 アメ ニティ の高い宿泊機能の更新・ 強化（ 国際水準化及び迎

賓）」、「 ＭＩ Ｃ Ｅ 機能と 連携し た新たな機能の導入」 等が、 また、 港区まち づく り マス

タ ープラ ンにおいては「 広域的な交通結節拠点と なる品川駅及びＪ Ｒ 新駅（ 現 高輪ゲー

ト ウェ イ 駅） 周辺における基盤整備と 多様な都市機能の集積の誘導による、 東京の南の

玄関口と し てふさ わし い世界に開かれた国際的なまちづく り の推進」 等が目標と し て掲

げら れている地域に位置づけら れています。  

こ れら の上位計画を 踏まえ、 本事業の基本方針と し ては、 東京のサウスゲート を 支え

る交通結節機能の強化、 歴史ある既存の地形や緑を 生かし た豊かな都市環境の形成、 業

務・ 商業・ 宿泊・ ＭＩ Ｃ Ｅ 等が融合し た複合市街地の形成に資するまちづく り を目指し

ます。  

 

■ 建築計画の概要 

項 目 内 容 

主要用途 事務所、 商業、 ホテル、 MI CE（ カ ンフ ァ レ ンス、 多目的ホール） 等 

敷地面積 約 23, 600m2 

延床面積 約 313, 100m2 

最高高さ  T. P. 約 160m 

駐車場台数 約 854 台 

工期 約 30 ヶ 月（ 令和 5 年度着工予定、 令和 8 年度し ゅ ん工予定）  

注） 建築計画の概要等は、 環境影響調査書案提出時点のも のであり 、 今後の関係機関と の協議等によ

り 変更する可能性があり ます。  

 

■ 配置計画図 
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■ 断面図 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 環境調査項目 

環境調査項目は、 対象事業の内容から 行為・ 要因を 抽出し 、 更に地域の環境特性を 配

慮し て選定し まし た。  

 

環境要素 

供用後 工事中 

計画建物の 
存在・ 供用 

関連車両 
の走行 

駐車場等 
計画建物の 

建設 
工事用車両 

の走行 

交通 ○ ○ ○  ○ 

資源・ エネルギー・ 地球環境 ○   ○  

大気 ○ ○ ○ ○ ○ 

水・ 土 ○   ○  

静穏  ○  ○ ○ 

建造物影響 ○     

植物・ 動物 ○     

景観 ○     

地域貢献等 ○     
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５ 予測等の結果の概要（供用後） 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(1)交通  

■自動車交通量 

➀ 自動車の発生集中交通量 

本事業により発生集中する自動車交通量は、
6,696 台 TE/日と予測します。 

② 交差点需要率（交差点の混雑度を示す指標） 

供用後の交差点需要率は 0.444～0.487 と予測
され、いずれも「交通の処理が可能とされる交差点
需要率 0.9」を下回っており、交差点における自動
車交通の処理は可能と考えます。 

 
●交差点需要率の予測結果 

 
 
 
 
 
 
 

予測

地点 

交差点需要率 

環境の目標 将来基礎

交通量 

将 来 

交通量 

№１ 0.481 0.487 交 通の 処 理 が
可 能と さ れ る
交 差点 需 要 率
0.9 以下 №２ 0.341 0.444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歩行者通行量 

➀ 歩行者の発生集中交通量 

本事業の発生集中交通量は、115,600 人 TE/日と
予測します。 

② 歩行者のサービス水準（歩道の歩行環境を示す指標） 

予測地点の位置する国道 15 号（第一京浜）は、
国土交通省により国道上空デッキ等の横断機能が整
備される予定です。現時点では、当該デッキは計画
中のため詳細は未定ですが、品川駅西口地区の将来
開発を想定した歩行者幅員の確保を前提とし、官民
連携で調整しております。そのため、本事業の供用
時には、サービス水準Ａ（自由歩行）の必要幅員とな
る 11.8m（歩行者流量：27.0 人/m・分）を上回る
歩行者空間を確保する計画としていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車場 

本事業で設置する自動車駐車場は、「東京都駐車場条
例」に基づき算出された附置義務台数（一般用６１３
台、荷捌き用１０台）を上回る一般用約 830 台、荷捌
き用約 24 台を設置する計画です。 

 

■自転車・自動二輪車駐車場 

本事業で設置する自転車駐輪場は、「港区自転車等の
放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」に
基づき算出された設置義務台数（261 台）を上回る約
430 台を設置する計画です。 

また、自動二輪車駐輪場は、「標準駐車場条例」に基
づき算出された基準台数（35 台）を上回る約 100 台
を設置する計画です。 
 
 

 

注）発生集中交通量の単位（TE）について 
（TE）はトリップエンドの略であり、（人 TE）は人
ベースの発生集中交通量（出発・到着する人を合わせ
た数値）を示します。 

注）発生集中交通量の単位（TE）について 
（TE）はトリップエンドの略であり、（台 TE）は自動
車の台ベースの発生集中交通量（出発・到着する自動車
の台数を合わせた数値）を示します。 

環境保全のための措置 

○全ての駐車枠について、「東京都駐車場条例」の基
準を満たす大きさを確保します。 

環境保全のための措置 

○自転車駐輪場については、「港区自転車等の放置防
止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」に基づ
き算出された設置義務台数、また、自動二輪車の駐
輪場については、「標準駐車場条例」に基づき算出
された基準台数、それぞれを上回る台数を確保する
計画とすることにより、路上駐輪が発生しないよう
に努めます。 

環境保全のための措置 

○事務所関係者に対して、掲示板、貼り紙等によって
公共交通機関の利用を促します。 

環境保全のための措置 

○計画地北側や西側、及び南側の道路沿いに歩行者空
間を整備します。 

交差点需要率の予測地点 

歩行者のサービス水準の予測地点 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

■交通安全 

本事業の実施により発生集中する関連車両の主な動
線（走行ルート）には、マウントアップされた歩道や横
断歩道の設置がなされており、交通安全に配慮した走
行ルートとなっています。 

また、駐車場出口には、出庫警告用の回転灯等の設置
を検討する計画であり、歩行者の安全は確保できると
考えます。 

 

(2)資源・エネルギー・地球環境  

■リサイクル 

➀ 一般廃棄物の発生量 

本事 業に お け る 一 般 廃 棄物 の 発 生 量 は 、 約
21,059.5 ㎏/日と予測します。 

② 再利用量 
一般廃棄物の再利用量は、約 2,632.4kg/日（発生

量の 12.5％）と予測します。 

 

■地球温暖化の防止・エネルギー利用 

➀ エネルギー利用量・地球温暖化防止のための対策 

○エネルギー利用量の低減 

・LED 照明器具を採用します。 
・照明制御（スケジュール制御、人感センサー）を行

い、適正な点灯を行います。 
・コージェネレーションシステムを採用します。 
・熱供給事業者により DHC（地域冷暖房）プラント

施設を計画建物の地下に整備し、隣接する別事業
（C 地区）の計画地に熱供給する計画です。周辺
開発建物と合わせたエネルギーの面的利用によっ
て省エネルギー化を図ります。 

○太陽光発電 

・太陽光発電パネルを設置し、太陽光発電を行います。 

② 計画建物の環境性能（PAL*値・ERR 値） 

○PAL*低減率 11％以上、ERR 値 28％の確保を目
指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・コージェネレーションシステム 

：熱源より発電と同時に発生した排熱も利用して給湯・暖房などを

行う、エネルギーを効率的に活用する仕組みのことです。 

・DHC（地域冷暖房） 

：一定地域内の建物群に対して、蒸気、温水、冷水などを集中的に供

給するシステムのことです。 

・PAL*低減率 

：建物の省エネ基準に関わる外皮基準の指標で、各階の屋内周囲空

間（ペリメータゾーン）の年間熱負荷をペリメータゾーンの床面積

の合計で除して得た数字です。PAL*が小さい（PAL*低減率が大

きい）ほど、建物の断熱性が高いと評価されます。 

・ERR 値 

：設備システムのエネルギー利用の低減率を示す指標で、数値が大

きいほど省エネルギー性能が高いことを意味します。 

■ヒートアイランド現象の緩和 

計画建物の用途及び床面積から想定された二酸化炭
素排出量は、約 23,270t-CO2 と予測します。 

本事業では、ヒートアイランド現象緩和への配慮と
して、下記の事項を行う計画です。 

○計画建物形状及び配棟等の配慮 

・周辺建物との間隔を十分に確保します。 
○人工排熱の低減 

・エネルギー利用の合理化による省エネルギー化を
推進し、空調システムから排出される人工排熱を
低減します。 

更に、建物供用開始時までに、事業者が最大限に努力
しながら再生可能エネルギー由来の電力利用に取り組
むことなどにより、実際の二酸化炭素排出量は、この試
算より削減する見込みです。 

以上の配慮を行うことにより、ヒートアイランド現
象の緩和が図られるものと考えます。 

 
 
 

 

環境保全のための措置 

○駐車場出口には、出庫警告用の回転灯の設置を検討
し、歩行者への安全の確保に努めます。 

○駐車場出口には、一時停止の路面標示や標識の設置
を検討し、歩行者への安全の確保に努めます。 

環境保全のための措置 

○廃棄物の発生抑制、分別の徹底を関係者に働きかけ
ます。 

 

環境保全のための措置 

○エネルギーの効率的利用を図るための、予測結果
（左記）に示す対策を実施します。 

○緑豊かなオープンスペースを整備し、積極的な緑化
を図ります。 

環境保全のための措置 

○ヒートアイランド現象の緩和を図るため、予測結果
（左記）に示す対策を実施します。 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(3)大気 

■大気質 

➀ 関連車両の走行に伴う大気質 

関連車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値の年
間 98%値は 0.039～0.040ppm と予測され、環
境基準（0.06ppm）を下回ります。 

また、関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の日
平均値の 2%除外値は 0.039mg/m3 と予測され、
環境基準（0.10mg/m3）を下回ります。 

 
●関連車両の走行に伴う大気質の予測結果 

 

 

 

 

 

 
   

② 駐車場の供用に伴う大気質 

駐車場の供用に伴う二酸化窒素の日平均値の年間
98%値は最大 0.044ppm と予測され、環境基準
（0.06ppm）を下回ります。 

また、駐車場の供用に伴う浮遊粒子状物質の日平
均値の2%除外値は最大0.040mg/m3と予測され、
環境基準（0.10mg/m3）を下回ります。 

③ 施設の稼働に伴う大気質 

施設の稼働に伴う二酸化窒素の日平均値の年間
98%値は最大 0.037ppm と予測され、環境基準
（0.06ppm）を下回ります。 

予測項目 
予測
地点 

将来濃度 
（日平均値） 

環境の目標 
（環境基準） 

二酸化窒素 
（ppm） 

№１ 0.039 0.06 
以下 №２ 0.040 

浮遊粒子状
物質 

（mg/m3） 

№１ 0.039 0.10 
以下 №２ 0.039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)水・土  

■水利用 

➀ 水利用量（上水・雑用水） 

本事業では、上水は道路に埋設されている水道本
管より引き込み、複数の受水槽より加圧給水ポンプ
及び重力式にて各所に供給する計画です。 

給水計画における 1 日使用水量は、上水が約
1,131m3/日、中水処理や雨水等の雑用水が約
831m3/日の合計約 1,962m3/日を予定しています。 

② 節水設備の設置状況 

○節水型衛生器具の採用 
節水型の大便器などを採用し、水の浪費を抑えます。 

 

■排水 

➀ 排水量 

排水計画に基づく 1 日の総排水量は、約 869m3/日
を予定しています。 

関係者との協議を行い、下水道本管の排水能力に
著しい影響を及ぼすおそれがないことを確認してい
ることから、汚水は原則自然放流にて下水道本管に
放流する計画とします。 

② 排水の処理状況 

汚水貯留槽の悪臭対策は、「ビルピット臭気対策マ
ニュアル」（東京都、平成 24 年 3 月）に準拠し、通気
設備、換気設備等を十分検討して配慮する計画であり、
排水や汚水からの悪臭ガス発生による影響を及ぼすこ
とはないと予測します。 

また、有害生物発生防止対策としては、蚊の発生を
防止するため、計画地内の雨水ますは、雨水浸透ます
の設置を検討する計画であり、有害物質の発生を防止
できると予測します。 

 

環境保全のための措置 

○節水型トイレを採用します。 

○事務所・店舗等での事業活動の関係者等に対し「節
水」を働きかけ、水利用量の削減に努めます。 

○雨水の中水利用により、上水使用量を節約します。 

環境保全のための措置 

○事務所・店舗等での事業活動の関係者等に対し「節
水」を働きかけ、排水の発生量削減に努めます。 

○排水や汚水の貯留水槽等に「ビルピット臭気対策マ
ニュアル」（東京都、平成 24 年 3 月）に準拠した
仕組みや設備等を採用します。 

環境保全のための措置 

○事務所、店舗関係者に対して、掲示板、貼り紙等を
用いて、公共交通機関の利用、アイドリングストッ
プや不要な空ふかし、急加速等を行わないよう協力
を促します。 

関連車両の走行に伴う予測地点（大気質、音、振動） 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

■雨水 

雨水浸透量は、40m3 を計画しています。本事業では
緑地（芝生・樹木植栽面）は 800m2 確保する計画です。 

雨水貯留量は、「港区雨水流出抑制施設設置指導要
綱」に基づく雨水流出抑制対策量の目標値（1,416m3）
から雨水浸透量（40m3）を差し引いた 1,376m3 以上
を確保する計画です。 

●計画地での雨水貯留量 
 

雨水流出抑制
対策量（m3） 
目標値（①） 

雨水浸透量
（m3） 
（②） 

雨水貯留量
（m3） 

（③＝①-②） 

1,416 40 1,376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■地形・地質 

➀ 地盤沈下の有無、地下水の流動阻害の有無 

計画建物周囲に遮水性が高く剛性のある等厚式ソ
イルセメント地中連続壁：TRD（山留壁）を難透水層
（Ｋa：上総層群土丹）の深度 T.P 約-40.0m まで構
築し、掘削に伴う周辺地盤の変形および地盤沈下を抑
制します。掘削中は、地盤アンカー等の補強を施すな
ど周辺への影響を及ぼさないように計画します。 

帯水層が存在する東京層は連続的かつ広く分布し
ていること、また、地下水は、地形の勾配に沿って、
西側から東側に向かって広範囲に流れており、これ
に対し、山留壁が占める範囲は、地下水の全体の分
布において限定的なものであることから、地下水は
この周囲を迂回するものと想定されます。このこと
から、地下構造物による地下水位の変化や地下水の
流動阻害が生じるおそれは小さいと予測します。 

なお、計画地は、湧水や井戸地点よりも下流側に
位置しており、工事においては濁水対策等を実施し、
地下水の水質にも配慮する計画です。 

② 雨水浸透量  

雨水浸透量は、約 40m3 を計画しています。雨水
貯留量は、「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」に
基づく雨水流出抑制対策量の目標値（1,416m3）か
ら雨水浸透量（約 40m3）を差し引いた約 1,376m3

以上を確保する計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪山留壁等の範囲・深度≫ 

 

 

 

T.P.（m） 

30 

20 

10 

0 
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-40 

-50 

-60 

 

南北断面                   東西断面 

 

注：柱状図は「東京の地盤（GIS 版）」（東京都）によります。 

環境保全のための措置 

○地上部に緑地（芝生・樹木植栽面）を確保するとと
もに、地下躯体が無い所に雨水浸透量を確保するよ
うに努めます。 

○雨水貯留槽を設け、一時的な負荷の低減を図り公共
下水道へ放流します。 

○ゲリラ豪雨等による建物への浸水を防ぐため、1F
床レベルを道路接道部の最下点より高く計画する
とともに、1F の地下駐車場出入口を始め、1・2F
の縦動線部分には、止水板を設置します。 

環境保全のための措置 

○今後の詳細検討の中で、できる限り雨水浸透量を確
保するよう努めます。 

計画地 

掘削深度 

（T.P.約-26m） 

計画地 

掘削深度 

（T.P.約-26m） 

山留壁（TRD）根入れ深度 

（T.P.約-40m） 

 （難透水層） 

山留壁（TRD）根入れ深度 

（T.P.約-40m） 

周辺の地下水等の状況 
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８  

 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(5)静穏  

■音 

関連車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）は、昼間
が 69～75dB、夜間が 66～72dB と予測します。 

環境基本法に基づく環境基準に対しては、№１の夜
間及び№２の昼間・夜間では環境基準を超過しますが、
№1 の夜間は将来基礎交通量の時点、№2 の昼間・夜
間は現況で環境基準を超過しており、関連車両による
騒音レベルの増加分は各地点ともに 1dB 未満である
ことから、関連車両の走行に伴う周辺環境に与える影
響は小さいと考えます。 

なお、№２の現況で環境基準を超過している理由と
しては、走行速度が比較的速いことや路面の凹凸等の
影響が考えられます。 

 
 
●関連車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）の予測結果 

（予測地点は、p.6 大気質参照） 

注 1）（ ）は、本事業による影響の程度（増加分）です。 
 
 
 
 
 

予測 
地点 

時間 
区分 

現況 
（dB） 

将来（dB） 環境の目標 
（環境基準） 

（dB） 

将来基礎 
交通量 

将 来 
交通量 

№１ 
昼間 67 69 

69 
（+1 未満） 

70 
以下 

夜間 65 66 
66 

（+1 未満） 
65 
以下 

№２ 

昼間 74 75 
75 

（+1 未満） 
70 
以下 

夜間 71 72 
72 

（+1 未満） 
65 
以下 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・騒音の大きさの目安 

 

騒音レベル 内 容 

80dB ・地下鉄の車内 ・ピアノの音 

70dB ・掃除機 ・騒々しい街頭 

60dB ・普通の会話 ・チャイム 

50dB ・静かな事務所 ・エアコン室外機 

■振動 

関連車両の走行に伴う振動レベル（L10）は、昼間が
46～55dB、夜間が 47～55dB と予測します。 

関連車両による振動レベルの増加分は 1dB 以下で
あり、また、「環境確保条例」に基づく規制基準に対し
て、全地点で同基準を下回ります。 

 
 

●関連車両の走行に伴う振動レベル（L10）の予測結果 

（予測地点は、p.6 大気質参照） 

注 1）（ ）は、本事業による影響の程度（増加分）です。 

 

 

予測 
地点 

時間 
区分 

現況 
（dB） 

将来（dB） 環境の目標 
（規制基準） 

（dB） 

将来基礎 
交通量 

将 来 
交通量 

№１ 
昼間 44 45 

46 
（+1） 

65 
以下 

夜間 45 47 
47 

（+1 未満） 
60 
以下 

№２ 

昼間 54 55 
55 

（+1 未満） 
65 
以下 

夜間 54 55 
55 

（+1 未満） 
60 
以下 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
・振動の大きさの目安 

 

振動レベル 内 容 

65～75dB ・電灯などの吊り下げ物がわずかに揺れる。 

55～65dB ・屋内に居る人の一部がわずかな揺れを感じる。 

55dB 以下 ・無感 

環境保全のための措置 

○事務所、店舗関係者に対して、掲示板、貼り紙等を用
いて、公共交通機関の利用、アイドリングストップや
不要な空ふかし、急加速等を行わないよう協力を促し
ます。 

環境保全のための措置 

○事務所、店舗関係者に対して、掲示板、貼り紙等を用
いて、公共交通機関の利用、アイドリングストップや
不要な空ふかし、急加速等を行わないよう協力を促し
ます。 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(6)建造物影響  

■電波受信状態 

計画建物により、地上デジタル放送については計画地
南西方向の一部の地域において遮へい障害（広域局：最
大距離約 300m、県域局：最大距離約 2,700m）が、
衛星デジタル放送については計画地北北東～北東方向
の一部の地域（最大距離約 180m）において遮へい障害
が生じると予測します。 

計画建物に起因して新たな電波障害が生じた場合に
は、「高層建築物による受信障害解消についての指導要
綱」（昭和 51 年 3 月 郵政省電波監理局長通達）等に
基づき、適切な障害対策を講じます。また、電波障害の
発生が予測される地域以外において、計画建物に起因
して新たな電波障害が発生した場合には、適切な障害
対策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪電波受信障害範囲の予測結果≫ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

環境保全のための措置 

○計画建物に起因して新たな電波障害が生じること
が明らかになった場合には、適切な障害対策を講じ
ます。 

○電波障害が発生すると予測した地域以外において、
計画建物による電波障害が明らかとなった場合に
は、受信状況に応じた適切な対策を講じます。 

○周辺開発事業との複合影響についても把握し、計画
建物に起因して新たな電波障害が生じることが明
らかになった場合には、周辺開発事業者と協議の
上、受信状況に応じた適切な対策を講じます。 

○テレビ電波障害に関する住民からの問い合わせに
対して、迅速かつ適切な対応を行います。 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

■風 

新たに計画建物が建設されることにより、風環境が
変化する地点が生じますが、計画地内に植栽等による
防風対策を講じることにより、計画地及びその周辺で
は、建設前と同様に領域Ａ（住宅地相当の風環境）及び
領域Ｂ（低中層市街地相当の風環境）の風環境になると
予測します。 

●風環境の予測結果 

風環境の区分 
風環境の予測結果 

建設前  建設後（対策後） 

領域Ａ 住宅地相当 
81 地点 

（周辺74、計画地内7） 

72 地点 
（周辺64、計画地内8） 

領域Ｂ 
低中層 

市街地相当 
17 地点 

（周辺17、計画地内0） 

５８地点 
（周辺37、計画地内21） 

領域Ｃ 
中高層 

市街地相当 
0 地点 0 地点 

領域Ｄ 
強風地域 

相当 0 地点 0 地点 

注１）建設後は計画地内の予測地点を追加したため、建設前後で予測
地点の数が異なります。 

2）風環境の評価基準 
領域Ａ：住宅地としての風環境、または比較的穏やかな風環境

が必要な場所 
領域Ｂ：住宅地・市街地としての風環境、一般的風環境 
領域Ｃ：事務所街としての風環境、又は比較的強い風が吹いて

も我慢できる場所 
領域Ｄ：超高層建物の足元でみられる風環境、一般には好まし

くない風環境 

 

≪建設後（対策後）の風環境の予測結果≫ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ［地上レベル］ 
 
 
  

環境保全のための措置 

○計画地周辺地域の風環境への影響を低減するよ
う、敷地境界から計画建物までの離隔距離をできる
限り確保します。 

〇高層部による剥離流の影響を低減するよう、高層
部の隅を丸くします。 

〇防風植栽を配置します。 

〇防風植栽は高輪森の公園等、周辺地域に確認される
樹種（スダジイ、アカガシ等）を用いる計画とします。 

○防風植栽の防風効果を維持するため、基盤整備及
び維持管理を行います。 

〇防風植栽以外にも高木等を植栽することで、計画地
内及び周辺地域への風の影響低減に努めます。なお、
それらの植栽についても、適切な維持管理を行う計
画とします。 

〇風による道路への障害物の侵入を予防するため
に、強風時には、敷地内の屋外に転倒・飛散しやす
いものを極力設置しないよう、テナント関係者等に
対して協力を働きかけます。 

○事業実施の際には、品川駅西口周辺の開発状況を
把握するとともに、周辺開発事業者と供用の状況に
ついて情報を共有することなどを検討し、周辺環境
への影響の低減に努めます。 

［計画地内 2 階レベル］ 
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１ １  

 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

■日照 

計画地周辺の日影規制区域には、10m を超える範囲
内に 2 時間以上の日影は及ばないことから、日影規制
を満足するものと予測します。また、4 時間以上の日
影が及ぶ範囲は、計画地北側の道路及び別事業（C 地
区）計画地内と予測します。 

 

≪時刻別日影の予測結果（予測時期：冬至）≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

≪等時間日影の予測結果（予測時期：冬至）≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）「地区整備計画の区域」の範囲内は、「都市計画法」第十二条の五第三項の規定により定められた再開発等促進
区にあたるため、「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」の対象区域からは除外されます。 

環境保全のための措置 

○敷地境界から計画建物をセットバックした配置と
し、離隔距離をできる限り確保するよう配慮します。 
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予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

■光 

① 計画建物による反射光・夜間光の状況 

ア.計画建物による反射光の状況 

計画建物の外装は大きな反射光を発生させるよ
うな材質のものは極力使用しないように配慮する
計画であり、著しい反射光による影響は発生しな
いものと考えます。 

イ.計画建物による夜間光の状況 

計画建物は、ブラインド等を設ける計画であり、
外部への室内照明の漏れの低減を図ることから、著
しい光害による影響は発生しないものと考えます。 

計画地内における広場等の外部照明について
は、照明目的に応じた適切な照明機器の設置や適
切な運用等を行う計画です。 

 

(7)植物・動物  

■緑 

➀ 緑化量 

計画地内には、高木約 190 本、中木約 40 本、低
木約 10,500 株の樹木を植栽する計画です。 

また、港区及び東京都の緑化基準を上回る緑化面積
と接道部緑化延長を確保する計画であり、緑化基準を
満足します。 

② 計画地の緑化計画 

「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン
2020」に基づき、地区内に公園等を適切に整備し積極
的な緑化を行うことで、環状第 4 号線沿いの東西の緑
の軸や、泉岳寺、高輪公園、高輪 4 丁目緑地等の南北
の緑の軸との空間的な連続性を形成することが求めら
れています。それを踏まえ、計画地の地上部には、広域
的で緑豊かなオープンスペースを整備し、うるおいの
ある都市空間を創出する計画です。また、地域の潜在植
生（自然植生）を保全・再生すること、近隣の高輪森の
公園や斜面緑地との調和を図ることを想定した樹種を
主に植栽します。 

 

≪緑化計画図≫ 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区基準 本計画における

緑化計画 
緑化基準 

接道部緑化延長 約 332m 約 300m 

緑化面積 約 10,200m2 約 10,190m2 

東京都基準 本計画における

緑化計画 
緑化基準 

緑化面積 約 8,130m2 約 8,120m2 

 

図 2.7-4 緑化計画平面図 

 

【駅前デッキ広場】 

・目通りが良く、奥への視線・動線に配慮した高木植栽により、駅

側に豊かな緑景観を創出し、多数の来街者の止まり木となる心

地よい緑陰を創出します。 

植栽樹種（予定）：ケヤキ・シラカシ・アセビ・ヤマブキ等 

【公園隣接広場・テラス広場・シンボル広場】 

・高輪森の公園から連続的・立体的に緑

を形成することで、公園と一体となっ

た緑の連続性を確保します。 

植栽樹種（予定）：ケヤキ・イロハモミ

ジ・アセビ・ヤブツバキ・ガマズミ等 

環境保全のための措置 

○事務所関係者等へ「ブラインド等の使用、照明の節
電」を働きかけ、光害の発生の抑制に努めます。 

環境保全のための措置 

○緑化にあたっては、在来種を考慮した植栽樹種等
を選定するように努めます。 

○植栽にあたっては、適切な基盤整備を行います。 

○植栽後は、潅水、施肥、草刈・除草、剪定・刈込み、
病害虫駆除等を適切に行い、整備した緑地の維持
管理に努めます。 

●緑化面積と基準との比較 

 

12



１ ３  

 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(8)景観  

■都市景観 

①  地域景観の特性の変化 

計画地及びその周辺は、計画地東側に倉庫運輸関
係施設等（JR 鉄道区域）が広がるほか、宿泊・遊興
施設、事務所建築物、集合住宅、独立住宅及び教育文
化施設の立地割合が高く、その他には官公庁施設（税
務署等）、スポーツ・興業施設（水族館等）、住商併用
建物等が立地しています。また、計画地の東側を南
北に国道 15 号（第一京浜）が縦断しています。 

計画建物（最高高さ：T.P.約 160m）は、品川駅東
口の品川インターシティ、グランドコモンズや品川
シーズンテラス等の周辺の超高層ビル群から突出し
た高さではなく、計画地北側には高輪ゲートウェイ駅
周辺開発が予定されており、複数の超高層建築物が建
設されるものと予測されることから、これらと統一感
のある都市景観が形成されるものと予測します。 

計画建物の用途は、事務所、商業、ホテル、MICE
等が複合されており、多様な機能を持つ都市拠点が
形成されるものと予測します。 

敷地内地上部や計画建物の屋上への緑化を行うこ
とで、潤いのある街並みが形成されると予測します。 

② 代表的な眺望地点からの眺望景観の変化 

代表的な眺望地点のうち、№１（品川駅西口駅前
広場）及び№４（高輪公園）からのフォトモンター
ジュ写真は、次ページに示すとおりです。 

品川駅西口駅前広場の地点及び国道 15 号（第一
京浜）沿いの品川駅前郵便局付近の地点は、計画建
物が大きく視認され、都市景観の新たなシンボル的
な存在として認識されると予測します。その他の地
点は、既存建築物の背後に位置し、計画建物の壁面
の一部や上層階部分しか視認できないため、眺望景
観の変化は小さいと予測します。 

③ 計画建物と周辺の景観への配慮 

・東京の新しい国際ビジネス拠点に相応しい都市景
観の形成と良質な都市空間の形成を目指します。 

・周辺市街地との調和を図るとともに、隣接開発と呼応
し、品川駅西口ゾーンの活性化に資する立体・重層的
なにぎわい活動が表出する都市景観を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○東京の新しい国際ビジネス拠点に相応しい都市景
観の形成と良質な都市空間の形成を目指します。 

○周辺市街地との調和を図るとともに、隣接開発と呼
応し、品川駅西口ゾーンの活性化に資する立体・重
層的なにぎわい活動が表出する都市景観を創出し
ます。 

○周辺建物と調和したファサードデザインとし、一体
感のある街並みの形成を目指します。 

○壁面のボリュームを分割し、透明感のある軽やかな
ガラスを使用した外装の意匠として、圧迫感の軽減
を目指します。 

○コーナーカットにより、隣接公園や沿道空間に対す
る圧迫感や良好な風環境に配慮します。 

 

代表的な眺望地点 
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１ ４  

 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

≪代表的な眺望地点からの眺望の予測結果≫ 
駅前広場≫  

 

 

 

調査地点の状況 

計画地南東側の地点で、品川駅西口駅前に位置する
広場です。周辺住民等が利用する地点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現況）                     （現況） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

（供用後）                     （供用後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地点の状況 

計画地北側の地点で、区立公園であり、周辺住民等
が利用する地点です。 

環境保全のための措置 

○ボリューム感を抑えた透過性のある素材により
圧迫感の軽減を図り、周辺と一体となった都市
的な景観を形成します。 

環境保全のための措置 

○ガラスを主体とした透明感のある外装とするこ
とで、空に溶け込むデザインとし、圧迫感の低減
を図ります。 

計画建物 

（Ａ地区） 

別事業 

（C 地区） 品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ N ﾀﾜｰ 

品川ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽﾀﾜｰ 

計画建物 

（Ａ地区） 

別事業 

（C 地区） 

品川駅西口駅前広場 高輪公園 
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１ ５  

 

予測等の結果（供用後） 環境保全のための措置（供用後）等 

(９)地域貢献等  

■公開空地等、防災・防犯 

① 公開空地の整備状況 

計画地内には公開空地等のオープンスペースとし
て歩道状空地及び駅前広場を整備することにより、計
画地及びその周辺の利用者に快適性を提供します。 

 

●オープンスペースの整備の考え方 

名称 整備の考え方 

駅前デッ
キ広場 

・国道上空デッキと連続する駅前のエント
ランス広場として、目通りが良く、奥への
視線・動線に配慮した高木植栽により、駅
側に豊かな緑景観を創出し、多数の来街者
の止まり木となる心地よい緑陰を創出し
ます。 

シンボル
広場 

・各種イベントに対応した規模、設えを計画
し、にぎわい形成に寄与する広場空間を整
備します。 

テラス広
場 

・当地区の特徴である緑と一体となった
オープンスペースとして整備するととも
に、広場に面した建物側には崖線地形をモ
チーフとしたテラスや植栽を計画するこ
とで、立体・重層的な緑やにぎわい活動が
表出したシンボル性のある街並み景観を
整備します。 

高輪森の
公 園 と
隣 接 す
る緑地 

・高輪森の公園に隣接する平場を中心とし
た広場とし、公園の限られた平場を拡張
し、公園と連続したまとまりある一団の緑
地としての広場を整備します。 

 

 

② 帰宅困難者の一時滞在施設・一時滞留スペースの確
保状況 

計画地内には、広域避難場所への位置づけと、大
規模ターミナル駅（品川駅）直近という特性を踏ま
え、避難スペース、帰宅困難者一時滞在施設及び防
災備蓄倉庫等を設け防災への取り組みを行います。 

 

●防災機能導入の考え方 

項目 内容 

避 難 ス
ペース 

・地震や水害等の災害発生直後に品川駅や
周辺住宅市街地からの避難者を受け入
れる避難スペース（テラス広場、シンボ
ル広場、駅前デッキ広場等のオープンス
ペース）として、合計約 4,000 ㎡を確
保します。 

・避難スペースは、災害発生直後の避難者へ
の災害情報発信・アナウンス、怪我人対応
を行う場所として活用します。 

帰宅困難
者一時滞
在施設 

・計画建物内（地下 1、2 階、地上 6、7 階）
に、帰宅困難者約 1,440 人分のスペース
として、約 2,400 ㎡確保します。 

防災備蓄
倉庫等 

・当該施設滞在者のための防災備蓄倉庫と
して、収容人数×3 日分備蓄できる倉庫約
40 ㎡を確保します。 

・一時滞在時に、施設内トイレが使用できる
よう対応します。 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○予測結果に基づく対策は、左記の表（オープンスペー
スの整備の考え方）に示すとおりです。 

環境保全のための措置 

○予測結果に基づく対策は、左記の表（防災機能導入の
考え方）に示すとおりです。 

【公園隣接広場・テラス広場・シンボル広場】

【駅前デッキ広場】

公開空地の整備状況 

避難スペースの配置 

公園隣接広場・テラス広場・シンボル広場 

駅前デッキ広場 
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１ ６  

 

６ 予測等の結果の概要（工事中） 
予 測 等 の 結 果（工事中） 

 
環 境 保 全 の た め の 措 置 （工事中）等 

(1)交通  

■自動車交通量 

① 自動車の発生集中交通量（工事用車両台数） 

ア.工事用車両台数（片道） 

工事用車両のピーク時の工事用車両台数（片道）
は、大型車 590 台/日、小型車 60 台/日、合計
650 台/日と計画します。 

イ.工事用車両のアクセスルート配分 

工事用車両のアクセスルート配分は、工事計画
等をもとに推計を行いました。工事用車両は、国
道 15 号（第一京浜）沿いを主に利用すると想定
しています。 

② 交差点需要率 

工事中の交差点需要率は 0.506～0.637 と予測
され、いずれも「交通の処理が可能とされる交差点
需要率 0.9」を下回っており、交差点における自動
車交通の処理は可能と考えます。 

 
●交差点需要率の予測結果 

 

予測
地点 

交差点需要率 

環境の目標 Ａ地区 
工事前 

Ａ地区 
工事中 

№１ 0.612 0.637 
交通の処理が
可能とされる
交差点需要率
0.9 以下 №２ 0.421 0.506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■交通安全 

本事業の実施により発生集中する工事用車両の動線
（運行ルート）には、マウントアップされた歩道や横断
歩道の設置がなされており、交通安全に配慮した走行
ルートとなっています。 

また、工事用車両出入口には、適宜交通誘導員を配置
する計画であることから、歩行者の安全は確保できる
と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○工事用車両による交通への影響を軽減するために、
作業員の通勤時には、公共交通機関の利用や通勤自
動車での相乗りを奨励し、現場への通勤車両の抑制
に努めます。 

○工事工程の調整及び適切な車両の運行管理により、
工事用車両の集中化を避けるよう努めます。また、
周辺道路上での入場待ち車両が発生しないよう、工
事従事関係者への教育を徹底します。 

○工事用車両の出入口付近には、適宜交通誘導員を配
置します。 

○工事の際には、品川駅西口周辺の開発状況を把握す
るとともに、周辺開発事業者と工事の状況について
情報を共有することなどを検討し、周辺環境への影
響の低減に努めます。 

環境保全のための措置 

○工事用車両出入口には、適宜交通誘導員を配置
し、歩行者の安全確保に努めます。 

○資材の搬入、建設発生土等の搬出に際しては、周
辺道路の通学時間帯や交通のラッシュ時を避ける
よう配慮するとともに、工事用車両が集中しない
ように努めます。 

○工事計画の策定にあたっては、可能な限り工事用
車両台数の削減に努めます。 

○工事用車両による交通安全対策として、下記の事
項を工事従事関係者に指示し、工事用車両運行へ
の指導・教育を徹底します。 
・規制速度を遵守します。 
・急発進、急加速を避けます。 
・積載量を厳守します。 
・工事用車両の運行経路及び運行時間を限定します。 
・作業員の通勤時には、公共交通機関の利用や通

勤自動車での相乗りを奨励し、現場への通勤車
両台数を抑制します。 

○工事の際には、品川駅西口周辺の開発状況を把握す
るとともに、周辺開発事業者と工事の状況について
情報を共有することなどを検討し、周辺の交通安全
に努めます。 

交差点需要率の予測地点 
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１ ７  

 

予 測 等 の 結 果（工事中） 
 

環 境 保 全 の た め の 措 置 （工事中）等 

(2)資源・エネルギー・地球環境  

■リサイクル 

①  建設廃棄物の種類及び発生量 

建設廃棄物の種類は、廃材（コンクリートがら、ア
スファルト・コンクリート、ガラス陶磁器、廃プラス
チック、金属くず、木くず、紙くず、石膏ボード、混
合廃棄物等）、建設発生土及び汚泥です。 

建設廃棄物の発生量は、廃材で約 9,296t、建設発
生土が約 340,000m3、汚泥が約 17,000m3 と予測
します。 

② 再利用量 

建設廃棄物の再利用量は、廃材で約 8,277t、建設
発生土で約 299,200m3、汚泥で約 16,320m3と予
測します。 

●建設廃棄物、建設発生土及び汚泥の発生量・再利用量 

 

③ 建設廃棄物の収集・処理方法 

関係法令等に基づき再生可能な廃棄物については、
積極的にリサイクルに努めます。また、廃棄物の搬出
時は、荷崩れや飛散等が生じないよう積載方法に留意
し、積載量の厳守を徹底するほか、工事中に有害物質
等が発生した場合は、周辺環境に影響を及ぼすことが
ないよう関係法令等に基づき適切に対応します。 

建設廃棄物（建設発生土等）については、関係法令等を
遵守して適正に処理し、再利用が困難な場合には許可を
受けた処分地において適正に処理・処分する計画です。 

種別 発生量 再利用量 

建設廃棄物
（廃材） 

約 9,296 t 約 8,277 t 

建設発生土 約 340,000 m3 約 299,200 m3 

汚泥 約 17,000 m3 約 16,320 m3 

 

(3)大気  

■大気質 

① 建設機械の稼働に伴う大気質 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の日平均値の年
間 98％値は最大 0.056ppm と予測され、大気汚染
に係る環境基準（0.06ppm）を下回ります。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値は
最大 0.045mg/m3 と予測され、大気汚染に係る環
境基準（0.10mg/m3）を下回ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○建設資材等の過剰な梱包を控え、廃棄物の発生抑
制を図ります。 

○再生利用可能な廃棄物については、関係法令等に
基づき積極的にリサイクルに努めます。 

○搬出運搬にあたっては、荷崩れや飛散等が生じない
ように、荷台カバーの使用等を行います。 

環境保全のための措置 

○可能な限り最新の排出ガス対策型建設機械の使用
に努めます。 

○建設機械の効率的稼働に努めます。 

○建設機械には、良質な燃料を使用します。 

○アイドリングストップの掲示等を行い、不要なアイ
ドリングの防止を徹底します。 

○建設機械の稼働にあたっては、不必要な空ふかし、急
発進等の禁止を徹底します。また、建設機械の能力以
上の負荷をかけないよう徹底します。 

○建設機械は、定期的な整備点検を行い、故障や異常
の早期発見を行います。 

○作業時間及び作業手順については、周辺に著しい影
響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分検討
します。 
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１ ８  

 

予 測 等 の 結 果（工事中） 
 

環 境 保 全 の た め の 措 置 （工事中）等 

② 工事用車両の走行に伴う大気質 

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の日平均値の
年間 98％値は 0.037～0.039ppm と予測され、
大気汚染に係る環境基準（0.06ppm）を下回ります。 

また、浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値は
0.039mg/m3と予測され、大気汚染に係る環境基準
（0.10mg/m3）を下回ります。 

 
●道路交通の大気質の予測結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

予測項目 
予測

地点 

将来濃度 

（日平均値） 

環境の目標 

（環境基準） 

二酸化窒素 
（ppm） 

№１ 0.038 

0.06 
以下 

№２ 0.039 

№3 0.037 

浮遊粒子状
物質 

（mg/m3） 

№１ 0.039 

0.10 

以下 
№２ 0.039 

№3 0.039 

 

(4)水・土  

■排水 

① 排水方法 

工事中の排水に含まれる浮遊物質量（SS）は、杭
打設や地下掘削時の排出水の放流に際して、沈砂槽
に一旦貯留し、放流先の公共下水道の水質基準以下
にして、放流する計画です。 

② 排水の水質 

工事中における排水の水質は、「東京都下水道条
例」（昭和 34 年 12 月 東京都条例第 89 号）に基
づく下水における浮遊物質量（SS）の排除基準
（600mg/L 未満）を満足するように、必要に応じ
て沈砂槽等の適切な処理装置により処理した後、公
共下水道に排水する計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置（つづき） 

○低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な燃料を
使用するとともに、不要なアイドリングの防止を徹
底します。 

○土砂、資材等の搬入出に際しては、積載量に応じた
適正な車種の選定による運搬の効率化を推進する
ことにより、さらに工事用車両の走行台数を減らす
よう努めます。 

○工事用車両の走行ルートの限定、安全走行等によ
り、大気質への影響の低減に努めます。 

○工事用車両の出入口には適宜交通誘導員を配置し
て、通行人の安全の確保に努めるとともに、交通渋
滞とそれに伴う大気質への影響の低減に努めます。 

○工事関係の通勤者には、公共交通機関の利用や通勤
車両の相乗りを推進することにより、通勤車両の走
行台数を減らすよう努めます。 

○工事の際には、品川駅西口周辺の開発状況を把握す
るとともに、周辺開発事業者と工事の状況について
情報を共有することなどを検討し、周辺環境への影
響の低減に努めます。 

 

環境保全のための措置 

○工事中の排水は、必要に応じて沈砂槽等の適切な処
理装置により、「東京都下水道条例」（昭和 34 年
12 月 東京都条例第 89 号）に基づく水質の基準
以下にして公共下水道に排水します。 

工事用車両の走行に伴う予測地点（大気質、音、振動） 

沈砂槽の模式図 
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１ ９  

 

予 測 等 の 結 果（工事中） 
 

環 境 保 全 の た め の 措 置 （工事中）等 

■地形・地質 

① 地形、地質・地盤の状況 

計画建物周囲に遮水性が高く剛性のある等厚式ソ
イルセメント地中連続壁（山留壁）を構築（範囲・深
度は、P.7 地形・地質参照）し、山留壁の先端深度
T.P 約-40.0m(G.L.約-45.0m)まで根入れし、掘削
に伴う周辺地盤の変形および地盤沈下を抑制しま
す。掘削中は、地盤アンカー等の補強を施すなど周
辺への影響を及ぼさないようにするとともに、レベ
ル測量による地盤変位モニタリングを行い、山留壁
頭部の変位を計測・管理します。 

なお、地下水位低下工法としてディープウェル工
法等を計画していますが、難透水層まで山留壁を根
入れすることで、地盤沈下や地盤の変形が生じる可
能性は小さいと予測します。 

② 地下水の存在の状況 

難透水層まで山留壁を根入れするため、地下水位
の著しい低下が生じる可能性は小さいと予測しま
す。また、ディープウェル工法を稼働させた際には、
周辺地下水位の低下をまねくおそれがありますが、
揚水した地下水をリチャージウェルにより地中に戻
す工法を採用するなど、周辺の地下水位の著しい低
下が生じないように検討します。 

 

(5)静穏  

■音 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼働に伴う騒音レベル（L5）は、計画
地北側において最大 67dB と予測され、「環境確保
条例」に基づく勧告基準（80dB）を下回ります。 

② 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

工事用車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）は
64～74dB と予測します。 

環境基本法に基づく環境基準に対しては、№２地
点では環境基準を超過しますが、現況で環境基準を
超過しており、工事用車両による騒音レベルの増加
分は各地点ともに 1dB 未満であることから、工事用
車両の走行に伴う周辺環境に与える影響は小さいと
考えます。 

なお、№２の現況で環境基準を超過している理由
としては、走行速度が比較的速いことや路面の凹凸
等の影響が考えられます。 

●道路交通騒音の予測結果 
（予測地点は、p.18 大気質参照） 

注）（ ）は、本事業による影響の程度（増加分）です。 
 

・騒音の大きさの目安 
 

予測 
地点 

時間 
区分 

現況 
（dB） 

将来（dB） 環境の目標 
（環境基準） 

（dB） 

将来基礎 
交通量 

将 来 
交通量 

№１ 昼間 67 67 
67 

（+1 未満） 
70 

以下 

№２ 昼間 74 74 
74 

（+1 未満） 
70 
以下 

№3 昼間 64 64 
64 

（+1 未満） 
65 
以下 

騒音レベル 内 容 

80dB ・地下鉄の車内 ・ピアノの音 

70dB ・掃除機 ・騒々しい街頭 

60dB ・普通の会話 ・チャイム 

50dB ・静かな事務所 ・エアコン室外機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○レベル測量による地盤変位モニタリングを行い、山
留壁頭部の変位を計測・管理します。 

○傾斜計または下げ振りにより、山留壁の鉛直変位を
計測・管理します。 

○地下水位低下工法等を採用する場合には、揚水した
地下水をリチャージウェルにより地中に戻す工法
を採用するなど、周辺の地下水位の著しい低下が生
じないように検討します。 

○掘削工事中に、山留壁の変位や地下水位の低下によ
り周辺地盤に影響が生じた場合には、影響の程度、
原因の調査を行うとともに、必要な保全対策を実施
します。 

環境保全のための措置 

○建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の効
率的稼働に努めます。 

○作業時間及び作業手順については、周辺に著しい影
響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分検討
します。 

○可能な限り最新の低騒音型建設機械の使用及び低騒
音な施工方法の採用に努めます。 

○建設機械の稼働にあたっては、不必要な空ふかし、
急発進等の禁止を徹底します。 

○建設機械は、定期的な整備点検を行い、故障や異常
の早期発見を行います。 

○土砂、資材等の搬入出に際しては、積載量に応じた
適正な車種の選定による運搬の効率化を推進するこ
とにより、さらに工事用車両の走行台数を減らすよ
う努めます。 

○工事用車両の走行ルートを限定し、安全走行等によ
り騒音の低減に努めます。 

○工事用車両が一時的に集中しないよう、工事工程の
平準化に努めます。 

○工事用車両の出入口には適宜交通誘導員を配置し
て、通行人の安全の確保に努めるとともに、交通渋
滞とそれに伴う騒音の低減に努めます。 

○作業員の通勤には、公共交通機関の利用、通勤車両
の相乗り等を奨励し、通勤車両台数の削減に努めま
す。 

○工事の際には、品川駅西口周辺の開発状況を把握す
るとともに、周辺開発事業者と工事の状況について
情報を共有することなどを検討し、周辺環境への影
響の低減に努めます。 
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２ ０  

 

予 測 等 の 結 果（工事中） 
 

環 境 保 全 の た め の 措 置 （工事中）等 

■振動 

① 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

建設機械の稼働に伴う振動レベル（L10）は、計画
地敷地境界北側において最大66dBと予測され、「環
境確保条例」に基づく勧告基準（70dB）を下回りま
す。 

② 工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）は 44
～55dB と予測します。 

工事用車両による振動レベルの増加分は 1dB 以
下であり、また、「環境確保条例」に基づく規制基準
に対して、全地点で同基準を下回ります。 

 
●道路交通振動の予測結果 

（予測地点は、p.18 大気質参照） 

注）（ ）は、本事業による影響の程度（増加分）です。 
  

・振動の大きさの目安 

振動レベル 内 容 

65～75dB ・電灯などの吊り下げ物がわずか

に揺れる。 

55～65dB ・屋内に居る人の一部がわずかな

揺れを感じる。 

55dB 以下 ・無感 

 
 
 

 

予測 
地点 

時間 
区分 

現況 
（dB） 

将来（dB） 環境の目標 
（規制基準） 

（dB） 
将来基礎 
交通量 

将 来 
交通量 

№１ 昼間 44 44 
44 

（+1 未満） 
65 
以下 

№２ 昼間 54 54 
55 

（+1） 
65 
以下 

№3 昼間 50 50 
50 

（+1 未満） 
60 
以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全のための措置 

○建設機械の集中稼働を行わないよう、建設機械の効
率的稼働に努めます。 

○作業時間及び作業手順については、周辺に著しい影
響を及ぼさないように、事前に工事工程を十分検討
します。 

○可能な限り低振動な施工方法の採用に努めます。 

○建設機械は、定期的な整備点検を行い、故障や異常
の早期発見を行います。 

○土砂、資材等の搬入出に際しては、積載量に応じた
適正な車種の選定による運搬の効率化を推進するこ
とにより、さらに工事用車両の走行台数を減らすよ
う努めます。 

○工事用車両の走行ルートを限定し、安全走行等によ
り振動の低減に努めます。 

○工事用車両が一時的に集中しないよう、工事工程の
平準化に努めます。 

○工事用車両の出入口には適宜交通誘導員を配置し
て、通行人の安全の確保に努めるとともに、交通渋
滞とそれに伴う振動の低減に努めます。 

○作業員の通勤には、公共交通機関の利用、通勤車両
の相乗り等を奨励し、通勤車両台数の削減に努めま
す。 

○工事の際には、品川駅西口周辺の開発状況を把握す
るとともに、周辺開発事業者と工事の状況について
情報を共有することなどを検討し、周辺環境への影
響の低減に努めます。 
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２ １  

 

 

７ 環境影響調査手続きの流れ 
 

 （ １ ） 手続き の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 説明会開催 

第１ 回 

令和５ 年３ 月１ １ 日（ 土） 午前１ ０ 時０ ０ 分～１ ２ 時０ ０ 分 

第２ 回 

令和５ 年３ 月１ ３ 日（ 月） 午後６ 時０ ０ 分～８ 時０ ０ 分 

 

（ ３ ） 調査書案公示 

令和５ 年２ 月２ １ 日（ 火）  

 

（ ４ ） 調査書案縦覧期間 

令和５ 年２ 月２ １ 日（ 火） ～令和５ 年３ 月２ ３ 日（ 木）  

 

（ ５ ） 意見書提出期間 

令和５ 年２ 月２ １ 日（ 火） ～令和５ 年３ 月２ ３ 日（ 木）  

 

 
環

境

影

響

調

査

手

続

 

調査・予測 

事業者 区 長  区民等 

送 付 提 出 
区民の意見 

区長の意見 審査会意見 

説 明 会 

調査書案 
縦 覧 

（１ヵ月） 
提 出 

調査計画書 
縦 覧 

（１ヵ月） 
提 出 

確認権者等への要請 

提 出 調 査 書 

(事後調査計画書) 

縦 覧 
（１ヵ月） 

提 出 

工事着手 

事後調査 

事後調査報告書 

(工事中・供用後) 
閲 覧 

事
後
調
査
手
続 

(令和 4 年 3 月 4 日) 
(令和 4 年 3 月 11 日～令和 4年 4月 11 日) 

環境影響調査書案 

 

環境影響調査書 

（事後調査計画書） 
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１  

 

環境課 

 

港区環境影響調査実施要綱に基づく環境影響調査書案に対する区長意見について 

［（仮称）品川駅西口地区A地区新築計画］ 

 

１ 総 論 

( 1)  環境影響調査書を作成する際は、 調査方法、 評価基準等について、 内容や表現を

更に工夫し 、 本計画が周辺の生活環境にどのよう な影響を与え、 どのよう に配慮

するのかを誰も が理解し やすいよう に示し てく ださ い。  

( 2)  計画地周辺の住民及び関係者に対し て、 計画や工事に関する情報提供を適切に行

い、 意見・ 要望等があっ た場合には、 真摯に対応し てく ださ い。  

 

２ 各 論 

( 1)  交通について 

 

・  計画地周辺で、 複数の工事計画が進行し ています。 工事中は、 こ の状況も 踏ま

え、 交通渋滞等による通行上の支障が発生し ないよう に計画し てく ださ い。  

・  計画地は、 品川駅に近接し ており 、 歩行者、 自動車等の交通量が非常に多い地

域です。 工事中及び供用後の交通安全対策を徹底し てく ださ い。  

・  周辺の交通渋滞や放置自転車の解消、 二酸化炭素排出量削減に寄与するため、

敷地内に自転車シェ アリ ングのサイ ク ルポート を設置し てく ださ い。  

( 2)  資源・ エネルギー・ 地球環境について 

 

・  「 港区建築物低炭素化促進制度」 に基づき、 建築物のエネルギー使用の合理化

に関する措置及び建築物のヒ ート アイ ラ ンド 現象の緩和に関する措置を講じ て

く ださ い。  

・  可能な限り 太陽光発電システム等の創エネルギー機器の導入に努めてく ださ い。  

・  工事期間中を含め、 計画建物においては、 再生可能エネルギー由来の電力の使

用に努めると と も に、 より 高い再生可能エネルギー割合の確保に努めてく ださ

い。  

・  可能な限り 建築物の省エネルギー性能を高め、 Ｚ Ｅ Ｂ の水準の達成を検討し て

く ださ い。  

・  「 みなと モデル二酸化炭素固定認証制度」 に基づき、 港区と 協定を締結し た自

治体から 産出さ れる協定木材等の国産材の使用に努めてく ださ い。  

( 3)  大気について 

 

・  計画地周辺で、 他の工事計画が進行し ているこ と も 踏まえ、 建設機械及び工事

車両が集中し ないよう に、 工事工程を工夫し てく ださ い。  

・  建設機械の導入や工事方法等の検討に際し ては、 大気汚染対策も 十分に考慮

し 、 決定し てく ださ い。  

 

令和５ 年７ 月２ ５ 日 資料№１ －２  
環 境 等 対 策 特 別 委 員 会 
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２  

 

 

( 4)  水・ 土について 

 

・  雨水流出抑制については、 「 港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」 に基づき、

浸透による流出抑制量の確保、 拡大に努めてく ださ い。  

・  汚水の排水については、 東京都下水道局と 協議し 、 既存下水道の排水能力に著

し い影響を及ぼすこ と がないよう 必要に応じ て対策を講じ てく ださ い。  

・  計画地を含め、 大規模な地下施設を設ける計画が密集し ています。 地下水のモ

ニタ リ ングを実施し 、 必要に応じ て対策を講じ てく ださ い。  

( 5)  静穏について 

 

・  近隣住民への影響が最小限と なるよう 、 「 騒音規制法」 、 「 振動規制法」 及び

「 都民の健康と 安全を確保する環境に関する条例」 の基準を遵守すると と も

に、 建設機械の導入や工事方法、 車両計画に配慮し てく ださ い。  

( 6)  建造物影響について 

 

（ 電波受信状態）  

・  計画建築物等により 電波障害が生じ る場合には、 障害内容と 具体的な対策等に

ついて、 速やかに電波障害を受ける人に情報を提供し てく ださ い。  

・  相談窓口を明確にし 、 迅速かつ丁寧に対応し てく ださ い。  

（ 風）  

・  敷地周辺の歩道、 今後整備さ れる駅前デッ キ等を通行する者の安全が確保さ れ

ると と も に、 敷地内の広場・ 緑地の利用者が快適に過ごし 憩えるよう 、 十分な

風対策を着実に行い、 可能な限り ビル風の低減に努めてく ださ い。  

・  ビル風軽減策の検討においては、 防風植栽だけでなく 、 フ ェ ンスや防風スク リ

ーン、 庇、 建物形状、 隅角部の切除や円形化、 低層部分の張り 出し 等、 総合的

に検討し 、 更に工夫し てく ださ い。  

・  防風植栽については、 防風機能を十分に満足する成長し た樹木を選定するほ

か、 「 港区ビル風対策要綱」 に基づく 適切な維持管理を行っ てく ださ い。  

・  建設後、 事後調査を行い、 予測結果を上回る風環境であっ た場合には、 確実に

追加の対策を講じ てく ださ い。  

( 7)  植物・ 動物について 

 

・  「 港区みどり を守る条例」 に基づく 基準等を遵守すると と も に、 今後の生育も

考慮し た計画と し 、 供用後も 保全に努めてく ださ い。  

・  樹種については、 周辺の生育状況や街並みを考慮し 、 選定し てく ださ い。  

・  計画地の内外に、 地域に親し まれている樹木等が多く あり ます。 保護、 移植等

を積極的に検討するほか、 供用後の生育状況についても 配慮し てく ださ い。  
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３  

 

 

( 8)  景観について 

 

・  本計画地は、 「 港区景観計画」 において、 品川駅・ 新駅周辺景観形成特別地区

に指定さ れています。 「 東京都景観条例」 及び「 港区景観条例」 に基づく 協

議・ 相談に真摯に対応し 、 区の景観がより 一層良好なも のと なるよう に努めて

く ださ い。  

( 9)  地域貢献等について 

 
・  公開空地については、 適切に管理を行い、 快適な歩行者空間等の維持に努めて

く ださ い。  
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1 

 

 

環境課 

「(仮称)品川駅西口地区Ａ地区新築計画」及び 

「(仮称)高輪三丁目品川駅前地区（品川駅西口地区Ｃ地区）第一種市街地再開発事業」 

環境影響調査書案 住民説明会開催結果 

  

１ 説明会の概要 

( 1)  実施時期 

① 令和５ 年３ 月１ １ 日（ 土）  午前１ ０ 時０ ０ 分～１ ２ 時０ ０ 分 

② 令和５ 年３ 月１ ３ 日（ 月）  午後６ 時０ ０ 分～８ 時０ ０ 分 

( 2)  実施場所 TKP品川カンファレンスセンター ９ A～９ D 

( 3)  出席人数 

① 令和５ 年３ 月１ １ 日（ 土）  ８ ７ 名 

② 令和５ 年３ 月１ ３ 日（ 月）  ６ ０ 名 

( 4)  次第 

①  開会、 ② 事業者挨拶、 ③ 環境影響調査書案の説明、 ④ 質疑応答、 ⑤ 閉会 

( 5)  説明者 

〔 事業者〕  

A地区： 京浜急行電鉄株式会社 

C地区： 高輪三丁目品川駅前地区市街地再開発準備組合 

〔 調査者〕  

A地区： 大成建設株式会社 

C地区： 日本工営株式会社 

( 6)  配付資料 

（ 仮称） 品川駅西口地区A地区新築計画「 環境影響調査書案」 あらまし 

（ 仮称） 高輪三丁目品川駅前地区（ 品川駅西口地区 C地区）  

第一種市街地再開発事業「 環境影響調査書案」 あらまし 

 

  

令和５ 年７ 月２ ５ 日 資料№１ －３  
環 境 等 対 策 特 別 委 員 会 
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２ 質疑応答 

( 1)令和５ 年３ 月１ １ 日（ 土） 開催分 

項 目 質問・ 意見 回 答 
事業計画 環状第４ 号線の横断歩行者デッ キの

接続先が崖線になっているが、 環状第
４ 号線整備後に残る北側の崖線の緑は
保全してほしい。  

崖線の存在や重要性は事業者と し ても
認識している。環状第４ 号線北側の崖線の
緑やデッ キの接続先は沿道地権者と 東京
都・ 港区とで調整していることも聞いてお
り 、 C地区としてはその方針に応じて、歩
行者デッ キの整備を行う 予定である。  

交通 二本榎通り から国道15号に抜ける路
線はいつも混雑する。 工事用車両ルー
ト となっているが、 配慮してほしい。  

工事用車両ルート は、 基本的に国道 15
号を使用する計画である。二本榎通り は西
側からのアクセスのサブルート と し て若
干量の走行を想定している。今後、施工会
社が確定した段階で、できる限り の配慮を
行っていく よう 調整する。  

なお、供用後は環状第４ 号線が開通する
予定であることから、基本的には、二本榎
通り から侵入する関連車両は想定し てい
ない。  

地球温暖
化 の 防
止・ エネ
ルギー利
用 

湾岸の方の事業で高層建築物が温暖
化に及ぼす影響が問題になっていると
聞いたこと がある。 本事業では、 温暖
化・ ヒート アイランド に関して調査・ 予
測を行わないのか。  

東京都の風の道ガイド ラインを踏まえ
た検討を行っている。 C地区は、風の道確
保の対象範囲に当たるため、 高層棟の配
棟・ 形状に配慮した計画としている。  

日照 高層建築物が建設さ れるが、 高輪森
の公園緑地帯への日影の影響はどのよ
う に検討されているのか。  

品川駅西口地区としては、高輪森の公園
の南側に高層建物を配置せず、公園を拡充
するよう 配慮した。公園の拡充は別事業で
行う 。  

A地区としては、高輪森の公園から離隔
をとるなどの配慮を行っている。  

公開空地
等 

高輪森の公園をよく 利用し ている。
プレーパークも実施さ れている。 隣接
する A 地区計画地の緑地帯とのつなが
り はどのよう になるのか教えてほし
い。 合わせて壁面緑化はどのよう なも
のを計画しているのか。  

高輪森の公園と隣接する A 地区計画地
内に、広場空間を計画している。プリ ンス
ホテルの緑地も含め一体的に使えるよう
整備し、広い公共的な公園緑地を整備する
方針である。プレーパーク事業者や港区と
も協議し、プレーパークが継続できるよう
検討する。  

壁面緑化は、駅側・ 高輪森の公園側含め
計画している。  

その他 本事業の計画地内には、 史跡や文化
財に該当するものはあるか。  

港区資料を用いた文献調査にて、計画地
内に史跡や埋蔵文化財包蔵地は存在し な
いことを確認している。A地区では解体工
事を実施しており 、埋蔵文化財は確認され
ていない。C地区は今後解体工事等に着手
していく 予定だが、埋蔵文化財が確認され
た場合、港区関係部局との調整の上、適切
に対応を行う 。  
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( 2) 令和５ 年３ 月１ ３ 日（ 月） 開催分 

項 目 質問・ 意見 回 答 
事業計画 C地区計画建物各棟の階数は。  高層棟については 30 階建て、 低層棟につ

いては8 階建てを計画している。  
A地区計画建物の階数は。  地上29 階建てを計画している。なお、A地

区・ C地区とも、 航空法の制限高さ範囲内の
設計となっている。  

A地区の解体工事により、 柘榴坂から高輪
森の公園への通路の幅が、 狭く なっている。
通行に危険な状況であると思う が、工事完了
後はどのよう な形になるのか。  

別事業において、将来、高輪森の公園の南
側に公園を拡充する計画であり、柘榴坂に公
園がつながっていく ことになる。   

A地区工事中についても、 公園や駐輪場等
利用される皆様の利便に配慮し、工事計画と
の調整を図っていきたいと考えている。  

C地区の居住棟は、 どこにどう いう 形で設
置され、 地権者の誰が入居するのか。  

住宅は低層棟に計画している。誰が入居す
るかは個人情報のため、 回答は差し控える。 

A 地区と C 地区の間の地区内道路につい
て、図面上では途中で止まるよう な表現とな
っているが、 そのまま道路は継続するのか。 

今のさ く ら坂の南側を地区内の転回路と
して整備する計画である。この転回路を介し
て今後民間主体で駐車場車路ネッ ト ワーク
を繋げる計画となっており、周辺交通に負荷
をかけないよう な計画としている。  

地区の回遊道路と し て整備さ れるネッ ト
ワークについて環境調査は行わないのか。  

環境影響評価は、事業単位で環境に関する
調査、予測を行う ものであり、本説明会では
A地区及び C地区の建物に関する調査、 予測
を行っている。  

交通 事業単体では環境基準を下回っていると
の説明だったが、周辺の開発と工事期間が重
なれば、交通量・ 騒音等の工事影響が大きく
なると考える。  

周辺工事についての懸念は十分承知し て
いる。 今回は条例に基づく 調査として、 A地
区及び C地区の影響を示しているが、実際に
は関係事業者間で協議し、周辺道路等にでき
るだけ負荷がかからないよう 調整を行って
いく 。  

工事車両走行のメ インは国道 15 号とのこ
とで、柘榴坂がサブルート として設定されて
いる。柘榴坂は、現状でも渋滞が発生してい
るが、 どのよう な時に利用するのか。  

工事中は環状第４ 号線が整備さ れていな
いため、 迂回するルート と し て設定してい
る。 基本的には国道 15 号からの出入りを想
定し、サブルート への負荷はできる限り低減
していきたい。施工会社が決まったら調整を
行う 。  

工事用車両台数の「 （ 片道） 」 という のは
どう いう 意味か。  

「 （ 片道） 」 は入ってく る台数、 出ていく
台数という ところを表現している。  

竣工後、駐車場の出入口は、柘榴坂側にも
できるのか。  

完成後の駐車場出入り口については、今の
さ く ら坂に相当する部分に地区内道路を作
り、 当該道路から出入りする計画である。  

土壌汚染 C地区については、 土壌調査は実施しない
のか。  

C地区解体工事前に、 法・ 条例の手続きを
行い、土壌汚染が確認された場合は適切な対
策を行う 。  

日照 日照について、スライド の説明ではA地区
及びC地区の単独日影と複合日影について解
説があった。環状第4 号線の北側はどのよう
になるのか。  

環状第4号線の北側の第二種住居地域にお
いても、規制の範囲内に収まる計画としてい
る。なお、日影規制は建築敷地単位での対応
となるため、C地区単独日影での回答である。 

光 光害について配慮を教えて欲しい。  外装は、主にガラス張りとなっている。外
装のデザインについては今後調整をしてい
く が、太陽光の反射率の高く ないものを選定
するなど、 設計の段階で検討する。  
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